
 『障がいのある人（子ども）のサポートプラン』の
  策定について
 「加賀市障がい者計画」
 「第８期障がい福祉計画･第４期障がい児福祉計画」

資料１-３



　計画策定の趣旨

　「加賀市障がい者計画」は、障害者基本法に基づく「市町村障害者

計画」として、本市における障害福祉施策に関する基本的な考え方や

方向性などに関する総合的な計画として、目的や取り組む課題などを

明らかにして、施策の方針や具体的な目標を定めるものです。

　「加賀市障がい福祉計画、障がい児福祉計画」は、障害者総合支援

法及び児童福祉法に基づく「市町村障害福祉計画・市町村障害児福祉

計画」として、本市の障がい福祉サービス等の必要な量の見込みや見

込量確保の方策などを定めるものです。

　障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが尊重され、共に暮らし、

「あたりまえの生活」ができるまちづくりの実現に向けて、障害福祉

施策の推進を図るため、これらの計画を一体にした「障がいのある人

（子ども）のサポートプラン」を策定します。
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　計画期間・策定スケジュール

【計画期間】

　本計画は、取組みを行う令和9年度(2027年度)から令和11年度(2029

年度)までの3か年を計画期間として、令和8年度(2026年度)末までに

策定します。

【策定スケジュール】
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日程 内容 摘要

令和
８年

７月
第１回障害者分科会の開催
（予定）

・現計画等の進捗状況について
・次期計画等策定に係る国の基本指針の見直しについて
・計画等策定のためのアンケート調査等について

　８月～
　　 １１月

じりつ支援協議会での協議
アンケート

・アンケート調査､集計､分析（当事者､相談支援専門員）
・調査票の発送・回収・調査結果取りまとめ
・次期計画の素案作成

１２月
第２回障害者分科会の開催
（予定）

・アンケート結果について
・次期計画の素案について

令和
９年

２月

第３回障害者分科会の開催
（予定）

・次期計画等（案）の提示について

市長への答申  

３月
パブリックコメント 市民への意見募集（２週間）

次期計画等の公表  



３

R8.4.27「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保
するための基本的な指針の改正」に関する地方自治体向け説明会資料



　計画の概要

４

【基本指針見直しの主な事項に対する成果目標（一部抜粋）１】

① 入所等から地域生活への移行等

　入所者のうち、地域生活を希望される方を対象に移行支援を実施

　・地域移行者数:令和７年度末施設入所者数の６％以上が取り組み

　・施設入所者数:令和７年度末の５％以上を移行する。

② 障害児支援の提供体制の整備等

　〇４つの中核機能（Ａ発達支援･家族支援、Ｂ事業所へのスーパーバイズ、

　　Ｃインクルージョン推進、Ｄ相談機能）を確保（各市町村又は圏域）

　〇インクルージョン推進のための協議の場の設置（各市町村又は圏域）

　〇主として重症心身障害児を支援する事業所又は重症心身障害児を受け

　　入れる体制を整備した事業所の確保（各市町村又は圏域）



　計画の概要

５

【基本指針見直しの主な事項に対する成果目標（一部抜粋）２】

③ 地域生活支援の充実

　〇各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コー

　　ディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡

　　体制の構築を進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用

　　状況の検証・検討を行うこと。

　〇強度行動障害の状態にある者に関し、各市町村又は圏域において

　　支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること。


